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自
転
車
も
車
両
で
す
。6
月
1
日
か
ら
改
正
道
路
交

通
法
の
施
行
に
よ
り
、危
険
な
運
転
を
繰
り
返
す
自
転
車

運
転
者
に
は
講
習
の
受
講
が
義
務
付
け
ら
れ
ま
し
た
。

　

写
真
は
妙
典
中
学
校
で
行
わ
れ
た
、ス
タ
ン
ト
マ
ン
が
交

通
事
故
を
再
現
し
た
ス
ケ
ア
ー
ド・ス
ト
レ
イ
ト
の
様
子
で

す
。こ
の
よ
う
な
事
故
に
遭
わ
な
い
た
め
に
も
危
険
行
為

は
絶
対
や
め
ま
し
ょ
う
。  
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いつも新しい流れがある 市川

●さらなるごみの減量・
　資源化に向けて  ………………4ｰ5面
●おかえり、山下清と仲間たち …8ｰ9面

特集

特集

●市民納涼花火大会………………… 2面

●Ichikawa ワタシの夢起業塾 … 3面

●こころの健康市民講座 …………… 6面

●ISG国府台 秋の健康教室 ……… 7面
●江戸川・水フェスタinいちかわ … 10面
●平成26年度
 いちかわ文芸年間賞が決定 …… 11面

・信号無視
・指定場所一時不停止
・酒酔い運転

・遮断機の下りた踏切への立ち入り
・ブレーキ不良自転車の運転
・歩道通行時の通行方法違反など

❶自転車は、車道が原則、歩道は例外
❷車道は左側を通行
❸歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
❹安全ルールを守る
　・飲酒運転・2人乗り・並進の禁止
　・夜間はライトを点灯
　・交差点での信号遵守と一時停止・安全確認
❺子どもはヘルメットを着用

また、自転車には次のようなルールがあります。

その他の危険行為は、警察庁Ｗｅｂサイトをご覧ください。

自
転
車
安
全
利
用
五
則

今週号の紙面から


